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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】内視鏡において、挿入部を小径化可能な構成で
ありながら、撮像された画像に超解像処理を施して高解
像度の画像を取得可能とする。
【解決手段】被写体に挿入される挿入部を形成する保護
管と、保護管に挿通されると共に、保護管内において所
定のピッチで軸方向に配置された複数のスペーサ１２Ａ
～１２（Ｅ）によって支持されたシャフト１１と、シャ
フト１１の先端側に取り付けられた固体撮像素子２２と
、保護管外においてシャフト１１の基端側に駆動力を付
与することにより、シャフト１１に対して複数のスペー
サ１２Ａ～１２（Ｅ）の支持部位を節とする横方向の振
動を生じさせるピエゾアクチュエータ４１とを備えた構
成とする。
【選択図】図１１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体に挿入される挿入部を形成する保護管と、
　前記保護管に挿通されると共に、当該保護管内において所定のピッチで軸方向に配置さ
れた複数のスペーサによって支持された駆動力伝達シャフトと、
　前記駆動力伝達シャフトの先端側に取り付けられた撮像素子と、
　前記保護管外において前記駆動力伝達シャフトの基端側に駆動力を付与することにより
、当該駆動力伝達シャフトに対して前記複数のスペーサの支持部位を節とする横方向の振
動を生じさせるアクチュエータと
を備えたことを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記駆動力伝達シャフトを付勢することにより、初期状態の前記駆動力伝達シャフトを
前記各スペーサ間において撓ませる付勢部材を更に備えたことを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡。
【請求項３】
　前記アクチュエータは、互いに交差する２つの方向に前記駆動力を付与する２つのアク
チュエータからなることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記駆動力伝達シャフトにおける前記アクチュエータの駆動力付与部位よりも更に基端
側に固定され、前記駆動力伝達シャフトの位置を検出する位置検出センサを更に備えたこ
とを特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の内視鏡。
【請求項５】
　被写体に挿入される挿入部を形成する保護管と、
　前記保護管内において所定のピッチで軸方向に配置された複数のスペーサによって支持
された駆動力伝達シャフトと、
　前記駆動力伝達シャフトの先端側に取り付けられた撮像素子と、
　前記駆動力伝達シャフトを付勢することにより、初期状態の前記駆動力伝達シャフトを
前記各スペーサ間において湾曲させる付勢部材と、
　前記保護管外において前記駆動力伝達シャフトの基端側に駆動力を付与することにより
、当該駆動力伝達シャフトに対して前記複数のスペーサの支持部位を支点とする周期的な
回動を行わせるアクチュエータと
を備えたことを特徴とする内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、外部から直接観察できない被写体の内部を撮像する内視鏡に関し、特に、内
視鏡において高解像度の画像を得るための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、剛性の高い挿入部を備えた硬性内視鏡において、その挿入部の先端に、固体撮像
素子およびこの固体撮像素子の駆動回路基板からなる撮像ユニットを設けた構成が知られ
ている（特許文献１参照）。
【０００３】
　この種の内視鏡では、高解像度の撮像素子を使用してより精細な画像を得ることが望ま
しいが、装置の小型化（特に、挿入部の小径化）の必要性から、撮像素子のサイズは挿入
部の径による制約を受ける。撮像素子自体の画素数よりも高い解像度の画像を得るための
技術としては、例えば、ピエゾ素子などからなるアクチュエータを用いて撮像素子の受光
面上で結像する光像と撮像素子とを相対的に微小変位させながら撮像を行う、いわゆる画
素ずらしによって取得した複数の原画像から、撮像素子の本来の解像度より高い解像度の
画像を生成する手法が知られている（特許文献２、３参照）。
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【０００４】
　また、画素ずらしによって取得した複数の原画像から高解像度画像を生成する画像処理
法として、低解像度画像の画素値を高解像度画像の画素にマッピングするイメージシフト
処理や、ＭＬ(Maximum-likelihood)法、ＭＡＰ(Maximum A Posterior)法や、ＰＯＣＳ(Pr
ojection On to Convex Sets)法などを用いた超解像処理の技術が知られている（特許文
献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－２７９５２７号公報
【特許文献２】特開平８－６５５６９号公報
【特許文献３】特開平１１－２７５４０８号公報
【特許文献４】特開２００８－３０６４９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、経鼻的下垂体手術などには、小径の挿入部（例えば、外径２ｍｍの管）を有
する内視鏡が好適である。しかしながら、そのような内視鏡では、挿入部内のスペースに
制約があるため、上記特許文献２、３に記載のようなアクチュエータを配置することがで
きないという問題があった。また、アクチュエータを挿入部の外に配置することも考えら
れるが、上記特許文献２、３に記載の従来技術では、挿入部の先端に配置される撮像素子
をで高精度に微少変位させることは困難であるという問題があった。さらに、アクチュエ
ータを挿入部の外に配置する場合、アクチュエータと撮像素子との距離が大きくなるため
、上記特許文献２、３に記載の従来技術では、撮像素子の変位量を適切に確保することが
難しいという問題もあった。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の課題を鑑みて案出されたものであり、挿入部を小径化
可能な構成でありながら、撮像された画像に超解像処理を施して高解像度の画像を取得可
能とした内視鏡を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の内視鏡は、被写体に挿入される挿入部を形成する保護管と、前記保護管に挿通
されると共に、当該保護管内において所定のピッチで軸方向に配置された複数のスペーサ
によって支持された駆動力伝達シャフトと、前記駆動力伝達シャフトの先端側に取り付け
られた撮像素子と、前記保護管外において前記駆動力伝達シャフトの基端側に駆動力を付
与することにより、当該駆動力伝達シャフトに対して前記複数のスペーサの支持部位を節
とする横方向の振動を生じさせるアクチュエータとを備えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　このように本発明によれば、保護管外に配置されたアクチュエータから駆動力を付与し
て駆動力伝達シャフトを振動させることにより、当該駆動力伝達シャフトの先端側に取り
付けられた撮像素子を変位させる（すなわち、撮像素子の受光面上で結像する光像と撮像
素子とを相対的に変位させる）ことが可能となるため、挿入部を小径化可能な構成であり
ながら、撮像された画像に超解像処理を施して高解像度の画像を取得することが可能とな
るという優れた効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１実施形態に係る内視鏡１の斜視図
【図２】図１中のII－II線断面図
【図３】第１実施形態に係る内視鏡１の第１スペーサ１２Ａの構成を示す模式的断面図
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【図４】図２中のIV部の拡大図
【図５】図２中のV部の拡大図
【図６】図２中のVI部の拡大図
【図７】第１実施形態に係る内視鏡１の本体部２の内部構造を一部省略して示す斜視図
【図８】第１実施形態に係る内視鏡１における本体部２の内部構造の部分透視斜視図
【図９】図８に示す内部構造の底面図
【図１０】第１実施形態に係る内視鏡１の本体部２における受光センサ５４の周辺を示す
（Ａ）基板背面側および（Ｂ）基板表面側の斜視図
【図１１】第１実施形態に係る内視鏡１の撮像時における動作説明図
【図１２】図１１中のXII－XII線断面における内視鏡１の動作説明図
【図１３】第１実施形態に係る内視鏡１の撮像時における撮像素子の変位の様子を示す模
式図
【図１４】第１実施形態の変形例に係る内視鏡１の撮像時における動作説明図
【図１５】第２実施形態に係る内視鏡１の撮像時における動作説明図
【図１６】第２実施形態の変形例に係る内視鏡１の撮像時における動作説明図（（Ａ）動
作前（Ｂ）動作後）
【図１７】第３実施形態に係る内視鏡１の撮像時における動作説明図
【図１８】第３実施形態に係る内視鏡１の撮像時における撮像素子の変位の様子を示す模
式図
【図１９】第３実施形態の変形例に係る内視鏡１の撮像時における撮像素子の変位の様子
を示す模式図
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　上記課題を解決するためになされた第１の発明は、被写体に挿入される挿入部を形成す
る保護管と、前記保護管に挿通されると共に、当該保護管内において所定のピッチで軸方
向に配置された複数のスペーサによって支持された駆動力伝達シャフトと、前記駆動力伝
達シャフトの先端側に取り付けられた撮像素子と、前記保護管外において前記駆動力伝達
シャフトの基端側に駆動力を付与することにより、当該駆動力伝達シャフトに対して前記
複数のスペーサの支持部位を節とする横方向の振動を生じさせるアクチュエータとを備え
たことを特徴とする。
【００１２】
　これによると、保護管外に配置されたアクチュエータから駆動力を付与して駆動力伝達
シャフトを振動させることにより、当該駆動力伝達シャフトの先端側に取り付けられた撮
像素子を変位させることが可能となるため、挿入部を小径化可能な構成でありながら、撮
像された画像に超解像処理を施して高解像度の画像を取得することが可能となる。
【００１３】
　また、第２の発明は、前記駆動力伝達シャフトを付勢することにより、初期状態の前記
駆動力伝達シャフトを前記各スペーサ間において撓ませる付勢部材を更に備えた構成とす
る。
【００１４】
　これによると、初期状態の駆動力伝達シャフトが各スペーサ間で撓んだ状態となるため
、各スペーサと当該スペーサに支持されるシャフトとのガタを抑制し、駆動力伝達シャフ
トの先端側に取り付けられた撮像素子をより安定的かつ高精度に変位させることができる
。
【００１５】
　また、第３の発明は、前記アクチュエータは、互いに交差する２つの方向に前記駆動力
を付与する２つのアクチュエータからなる構成とする。
【００１６】
　これによると、駆動力伝達シャフトの先端側に取り付けられた撮像素子の変位の軌跡を
容易に変更することが可能となる。
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【００１７】
　また、第４の発明は、前記駆動力伝達シャフトにおける前記アクチュエータの駆動力付
与部位よりも更に基端側に固定され、前記駆動力伝達シャフトの位置を検出する位置検出
センサを更に備えた構成とする。
【００１８】
　これによると、位置検出センサの配置の自由度が向上するため、駆動力伝達シャフトの
変位量から撮像素子の変位量を容易かつ高精度に推定可能となる。
【００１９】
　また、第５の発明は、被写体に挿入される挿入部を形成する保護管と、前記保護管内に
おいて所定のピッチで軸方向に配置された複数のスペーサによって支持された駆動力伝達
シャフトと、前記駆動力伝達シャフトの先端側に取り付けられた撮像素子と、前記駆動力
伝達シャフトを付勢することにより、初期状態の前記駆動力伝達シャフトを前記各スペー
サ間において湾曲させる付勢部材と、前記保護管外において前記駆動力伝達シャフトの基
端側に駆動力を付与することにより、当該駆動力伝達シャフトに対して前記複数のスペー
サの支持部位を支点とする周期的な回動を行わせるアクチュエータとを備えた構成とする
。
【００２０】
　これによると、保護管外に配置されたアクチュエータから駆動力を付与して駆動力伝達
シャフトを周期的に回動させることにより、当該駆動力伝達シャフトの先端側に取り付け
られた撮像素子を変位させることが可能となるため、挿入部を小径化可能な構成でありな
がら、撮像された画像に超解像処理を施して高解像度の画像を取得可能となる。
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。
【００２２】
＜第１実施形態＞
　図１は本発明の実施形態に係る内視鏡１の斜視図である。内視鏡１は、医療用や工業用
として用いられる硬性鏡であり、本体部２と、この本体部２から前方に延設された挿入部
３とを主として備える。図示を省略するが、本体部２は、電源ケーブルを介して商用電源
等からの電力供給が可能であると共に、通信ケーブルを介して外部機器（画像処理装置や
モニタ等）との間で画像データや制御信号等の送受信が可能となっている。挿入部３は、
比較的小径（例えば、外径２ｍｍ、内径１．６ｍｍ）でかつ容易に撓むことのない高い剛
性を有し、図示しない被写体（例えば、患者の身体等）に挿入される。
【００２３】
　図２は図１中のII－II線断面図であり、図３は内視鏡１の第１スペーサ１２Ａの構成を
示す模式的断面図であり、図４は図２中のIV部の拡大図であり、図５は図２中のV部の拡
大図であり、図６は図２中のVI部の拡大図である。
【００２４】
　図２に示すように、挿入部３の外殻は、後端部を本体部２に固定された金属製の円管か
らなる保護管４と、この保護管４の前端（先端）が嵌め込まれた有底円筒状のアクリル等
の透明樹脂材からなる先端カバー６とから構成される。先端カバー６は、被写体からの光
を透過する撮像窓として機能する。保護管４では、前側開口が先端カバー６に覆われる一
方、後側開口が本体部２の内部に連通しており、これにより挿入部３の密閉された内部ス
ペースが画成されている。
【００２５】
　保護管４および先端カバー６内には、本体部２内から前方に延設されると共に、前端に
撮像ユニット１０が取り付けられたシャフト（駆動力伝達シャフト）１１が挿通されてい
る。シャフト１１は、いわゆるばね用鋼からなる弾性変形が容易な棒状部材であり、所定
の外力が付与されることにより真直ぐな状態から撓曲可能である。保護管４および本体部
２内において所定のピッチで軸方向に配置された複数（ここでは、４つ）の第１スペーサ
１２Ａ～第４スペーサ１２Ｄによって支持されている。これにより、シャフト１１は、外
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力を受けていない状態では保護管４および先端カバー６と同軸に配置されると共に、径方
向の移動が規制される。
【００２６】
　第１スペーサ１２Ａは、図３に示すように、シャフト１１が嵌入された小径環状部材１
３と、この小径の環状部材１３を外囲する大径環状部材１４と、小径環状部材１３の外周
部と大径環状部材１４の内周部との間に介装され、大径環状部材１４に対して小径環状部
材１３を回転自在とするｘ軸方向（上下方向）に配置された一対の回動軸１５、１５と、
大径環状部材１４の外周部と保護管４の内周部との間に介装され、保護管４に対して大径
環状部材１４を回転自在とするｙ軸方向（左右方向）に配置された一対の回動軸１６、１
６とを有しており、これによりジンバル機構が形成されている。つまり、シャフト１１は
、第１スペーサ１２Ａによって前後方向の移動が規制される一方、そのジンバル機構によ
って第１スペーサ１２Ａを支点として任意の方向に傾動可能となっている。
【００２７】
　また、第１スペーサ１２Ａの後方に順次配置された第２スペーサ１２Ｂおよび第３スペ
ーサ１２Ｃは、図４に示すように、保護管４の内周面とシャフト１１の外周面とに当接す
るように設けられている。第２スペーサ１２Ｂおよび第３スペーサ１２Ｃは、シャフト１
１を軸方向に摺動可能に支持する。ここで、第２スペーサ１２Ｂおよび第３スペーサ１２
Ｃは、シャフト１１の外径と略同一の内径を有する合成樹脂製の環状部材からなるが、こ
れに限らず、シャフト１１の周方向に等間隔で配置された複数（例えば、４つ）の支持部
材によって構成してもよい。また、図４に示す断面において、第２スペーサ１２Ｂおよび
第３スペーサ１２Ｃの内周面（シャフト１１との当接面）は、シャフト１１の外周面に向
けて凸となる円弧状をなしており、これにより、シャフト１１は、第２スペーサ１２Ｂお
よび第３スペーサ１２Ｃを支点として任意の方向に傾動が容易である。
【００２８】
　さらに、第３スペーサ１２Ｃの後方の本体部２内に配置された第４スペーサ１２Ｄは、
図５に示すように、第２スペーサ１２Ｂおよび第３スペーサ１２Ｃと略同様の構成を有す
る環状部材からなり、シャフト１１を軸方向に摺動可能に支持する。なお、ここでは、シ
ャフト１１を支持する４つのスペーサ１２Ａ～１２Ｄを用いる例を示すが、スペーサの個
数や配置（相互の間隔）は適宜変更することが可能である。
【００２９】
　撮像ユニット１０は、前方に位置する被写体（図示せず）を所定の視野角で撮像可能に
設けられている。図６に示すように、撮像ユニット１０は、先端カバー６を通して被写体
からの光が入射する対物レンズ系２１と、この対物レンズ系２１の後方に配置され、当該
対物レンズ系２１からの光が前側の受光面に結像される固体撮像素子２２と、この固体撮
像素子２２の後部に取り付けられ、当該固体撮像素子２２との間で各種信号の送受信や電
力受給を行う駆動基板２３とを有している。詳細は図示しないが、対物レンズ系２１は複
数の光学レンズによって構成することができる。
【００３０】
　固体撮像素子２２は、先端カバー６内において駆動基板２３を介してシャフト１１の前
端に固定されている。固体撮像素子２２としては、比較的小型（例えば、１ｍｍ×１ｍｍ
のサイズ）のＣＭＯＳ(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等からなる周知のイ
メージセンサを用いることができる。なお、固体撮像素子２２の設定位置は、その撮像が
阻害されな限りにおいて、少なくともシャフト１１の前端側であればよい。
【００３１】
　駆動基板２３には、固体撮像素子２２を駆動するための電源の電圧変換回路や、クロッ
ク発生回路等が設けられている。図示は省略するが、駆動基板２３と本体部２との間には
、撮像画像データや駆動電力等を送受するためのケーブルが配設されている。
【００３２】
　図７は内視鏡１の本体部２の内部構造を一部省略して示す斜視図であり、図８は内視鏡
１における本体部２の内部構造の部分透視斜視図であり、図９は図８に示す内部構造の底
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面図であり、図１０は本体部２における受光センサ５４の周辺を示す（Ａ）基板背面側お
よび（Ｂ）基板表面側の斜視図である。以下、これら図７から図１０と前出の図５を参照
して本体部２の内部構造について説明する。なお、説明の便宜上、本体部２においても撮
像画像データや駆動電力等を送受するためのケーブル等については図示を省略している。
【００３３】
　本体部２のハウジングは、図５に示したように、略カップ状のカバー部材３１と、当該
カバー部材３１の前側にねじで固定された略平板状のベース部材３２とを有しており、カ
バー部材３１の前側の開口がベース部材３２によって閉鎖されることにより内部空間が画
成されている。ベース部材３２の前面中央部において前方に突設された円筒状の固定部３
３には、保護管４の後端部が嵌め込まれている。
【００３４】
　シャフト１１の後端側は、固定部３３の基端に形成された貫通孔３２ａを通して本体部
２内に挿入される。シャフト１１における第４スペーサ１２Ｄの支持部位の後方近傍には
シャフト押圧部材４０が配置されており、図７に示すように、シャフト１１は、シャフト
押圧部材４０の上部に設けられた支持凹部４０ａに挟持された状態にある。また、シャフ
ト押圧部材４０の下部には、シャフト１１に駆動力を付与するピエゾアクチュエータ４１
が連結されている。
【００３５】
　ピエゾアクチュエータ４１はシャフト押圧部材４０を介してシャフト１１に対して下方
から当接した状態にあり、逆圧電効果によるピエゾアクチュエータ４１の上下方向の変位
によりシャフト１１に対して駆動力が付与される。ピエゾアクチュエータ４１の下部は支
持部材４２によって支持されており、この支持部材４２はベース部材３２に対してねじで
固定されている。
【００３６】
　また、シャフト押圧部材４０の上部には、圧縮ばね（付勢部材）４３の下端部が連結さ
れている。圧縮ばね４３は、シャフト押圧部材４０の上部に嵌着されると共に、シャフト
１１に対して上方から当接した状態にある。これにより、圧縮ばね４３は、ピエゾアクチ
ュエータ４１に対して予圧（初期荷重）を付与すると共に、ピエゾアクチュエータ４１の
動作時にはその上下変位に応じて上下に伸縮する。圧縮ばね４３の上端部は、前壁４４ａ
をベース部材３２に対してねじで固定されたブラケット４４における上壁４４ｂの下面側
の凸部４５（図５参照）に連結されている。
【００３７】
　シャフト１１の後端部は、上方に直角に折り曲げられてＬ字状をしており、その末端は
、ブラケット４４の上壁４４ｂに取り付けられた軸受５１に支持されている。シャフト１
１の末端が挿入された軸受５１の挿入孔５１ａは、図８に示すように、前後方向に延びる
長孔として形成されている。
【００３８】
　また、図５に示すように、シャフト１１におけるシャフト押圧部材４０の支持部位の更
に後方にはセンサ取付部材５２が固定されている。センサ取付部材５２には、図１０に示
すように、センサ基板５３を介してフォトダイオードからなる受光センサ５４が取り付け
られている。センサ取付部材５２は、図１０（Ａ）に示すように、係止爪５６およびこれ
に対向するように配置された段部５７、ならびに係止孔５８によってＬ字状をなすシャフ
ト１１の後端部に取り付けられているため、シャフト１１に対して安定的に固定される。
【００３９】
　また、図８に示すように、受光センサ５４の受光面側（右側）にはＬＥＤ（Light Emit
ting Diode）５５が配置されており、このＬＥＤ５５は、対向する受光センサ５４に向け
て光を出射する。これにより、受光センサ５４が検出するＬＥＤ５５からの光の増減に基
づき、シャフト１１の変位（延いては後述するシャフト１１先端の固体撮像素子２２の変
位）を検出することが可能となっている。ＬＥＤ５５は、図９に示すように、ＬＥＤ５５
は、ＬＥＤ基板５９と共にブラケット４４の右壁４４ｃに固定されている。
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【００４０】
　図１１は第１実施形態に係る内視鏡１の撮像時における動作説明図であり、図１２は図
１１中のXII－XII線断面における内視鏡１の動作説明図であり、図１３は内視鏡１の撮像
時における撮像素子の変位の様子を示す模式図である。
【００４１】
　内視鏡１では、図１１中に実線で示すように、シャフト１１は圧縮ばね４３の付勢力に
よって予め撓んだ状態とされる。このとき、シャフト１１において、第１スペーサ１２Ａ
～第４スペーサ１２Ｄによる支持部位は、撓む前のシャフト１１の中心軸Ｃ上に保持され
ると共に、各スペーサ間の部位は上下に湾曲した状態となる。これにより、第１スペーサ
１２Ａ～第４スペーサ１２Ｄとシャフト１１間のガタが抑制され、第１スペーサ１２Ａ～
第４スペーサ１２Ｄを支点としてシャフト１１を安定的に振動または変位させることが可
能となる。
【００４２】
　内視鏡１では、電源がオンされて撮像が開始されると、ピエゾアクチュエータ４１に駆
動電圧が印加されることにより、ピエゾアクチュエータ４１からシャフト１１に対して駆
動力が付与される。このとき、図１１および図１２中の矢印Ａで示すように、ピエゾアク
チュエータ４１の上端は所定のストローク（数μｍ）でｘ軸方向（上下方向）に変位する
。これにより、図１１に示すように、シャフト１１は共振状態となり、シャフト１１には
第１スペーサ１２Ａ～第４スペーサ１２Ｄに支持された部位を節とする横方向の振動が生
じる。その結果、シャフト１１の先端の固体撮像素子２２において、図１３中に矢印Ｂで
示すように、画素Ｐ（たとえば、画素ピッチ２μｍ）を一定の範囲（例えば、数画素ピッ
チの大きさ）で直線的に変位させることができる。なお、固体撮像素子２２の変位は、厳
密には中心軸Ｃの方向にも生じ得るが、無視できる程度であってデフォーカス等が問題に
なることはない。
【００４３】
　ここで、固体撮像素子２２の変位量は、受光センサ５４の検出結果から推定することが
可能である。例えば、受光センサ５４の検出光量と固体撮像素子２２の変位の関係につい
て予め調査しておくことにより、変位量を高精度に推定できる。
【００４４】
　このように、第１実施形態に係る内視鏡１では、保護管４外に配置されたピエゾアクチ
ュエータ４１から駆動力を付与してシャフト１１を振動させることにより、シャフト１１
の先端側に取り付けられた固体撮像素子２２を変位させる（すなわち、固体撮像素子２２
の受光面上で結像する光像と固体撮像素子２２とを相対的に微少変位させる）ことが可能
となるため、挿入部３の小径化を実現しつつ、画素ずらしによって取得した複数の原画像
から、撮像素子の本来の解像度より高い解像度の画像を生成することが可能となる。なお
、得られた撮像データは内視鏡１に接続される画像処理装置（例えば、汎用コンピュータ
）によって処理されて、液晶モニタ等に表示される。
【００４５】
　ここで、前出の図２に示したように、第１スペーサ１２Ａ～第４スペーサ１２Ｄは、撮
像ユニット１０の取付位置よりも後方に順次配置されており、撮像ユニット１０と第１ス
ペーサ１２Ａとの間隔はＬ１であり、第１スペーサ１２Ａ～第４スペーサ１２Ｄ間のピッ
チはＬ２である。ここでは、撮像ユニット１０と第１スペーサ１２Ａとの間隔Ｌ１は、各
スペーサ１２Ａ～１２ＤのピッチＬ２よりも小さく設定されているが、Ｌ１とＬ２との比
を変更することにより、シャフト１１の振動による固体撮像素子２２の変位量を所望の大
きさに調整することができる。
【００４６】
　また、ピエゾアクチュエータ４１は、シャフト１１の振動の腹に相当する部位（各スペ
ーサ間）に駆動力を付与するように配置可能であるが、第３スペーサ１２Ｃとピエゾアク
チュエータ４１との当接位置（駆動力付与部位）との間隔Ｌ３（図１１参照）の大きさを
変更することによっても、シャフト１１の振動による固体撮像素子２２の変位量を所望の
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大きさに調整することが可能である。ピエゾアクチュエータ４１は、その性質上、比較的
大きな駆動力を生じさせることが可能である一方、その変位量を増大させることは比較的
難しいため、間隔Ｌ３を小さくして（第４スペーサ１２Ｄの近傍に配置して）曲げモーメ
ントを発生させるようにするとよい。
【００４７】
＜第１実施形態の変形例＞
　図１４は第１実施形態の変形例に係る内視鏡１の撮像時における動作説明図であり、前
出の図１２に対応するものである。ここで、第１実施形態と同様の構成要素については同
一の符号を付してある。また、この変形例については、以下で特に言及する事項を除いて
上述の第１実施形態の場合と同様とする。
【００４８】
　図１４に示すように、変形例では、ピエゾアクチュエータ４１と圧縮ばね４３とが、ｘ
軸方向と直交するｙ軸方向（左右方向）に変位可能に配置されている点において第１実施
形態の場合とは異なる。ここでは、ピエゾアクチュエータ４１に駆動電圧が印加されると
、第１スペーサ１２Ａ～第４スペーサ１２Ｄを支点としてシャフト１１を捩る方向に駆動
力が作用する。これにより、シャフト１１は、図１４中の矢印Ｄで示すように、第１スペ
ーサ１２Ａ～第４スペーサ１２Ｄを支点として中心軸Ｃ周りに所定の範囲で回動する。そ
の結果、シャフト１１の先端の固体撮像素子２２を、所定範囲（例えば、数画素ピッチの
大きさ）で円弧上を移動するように変位させることができる。
【００４９】
＜第２実施形態＞
　図１５は第２実施形態に係る内視鏡１の撮像時における動作説明図であり、前出の図１
１に対応するものである。ここで、第１実施形態と同様の構成要素については同一の符号
を付してある。また、第２実施形態では、以下で特に言及する事項を除いて上述の第１実
施形態の場合と同様とする。
【００５０】
　図１５に示すように、第２実施形態では、シャフト１１の駆動力が付与される部位に、
中心軸Ｃと直交する方向に延在する駆動アーム６１が設けられている。圧縮ばね４３とピ
エゾアクチュエータ４１とは、ともに中心軸Ｃ方向と平行な方向（左右方向）に変位可能
に配置されており、それぞれ駆動アーム６１に対して前方および後方から当接した状態に
ある。したがって、ピエゾアクチュエータ４１の前端の中心軸Ｃ方向（前後方向）の変位
により、ピエゾアクチュエータ４１から駆動アーム６１を介してシャフト１１に対して駆
動力が付与される。シャフト１１は、第１実施形態の場合と同様に、圧縮ばね（ここでは
図示せず）等の付勢部材によって付勢されることにより、予め撓んだ状態とされる。
【００５１】
　ここで、ピエゾアクチュエータ４１の前端が前方に変位すると、図１５中に破線で示す
ように、シャフト１１はその湾曲量を増大させるように変位する。これにより、シャフト
１１の先端の固体撮像素子２２をｘ軸方向に直線的に変位させることができる。したがっ
て、ピエゾアクチュエータ４１の前端を繰り返し前後方向に変位させることにより、固体
撮像素子２２を、第１実施形態の場合と同様に、一定の範囲で直線的に変位させることが
できる。
【００５２】
　このように、第２実施形態に係る内視鏡１では、保護管４外に配置されたピエゾアクチ
ュエータ４１から駆動力を付与してシャフト１１を振動させることにより、シャフト１１
の先端側に取り付けられた固体撮像素子２２を変位させることが可能となるため、挿入部
３の小径化を実現しつつ、撮像された画像に超解像処理を施して高解像度の画像を取得可
能となる。
【００５３】
＜第２実施形態の変形例＞
　図１６は第２実施形態の変形例に係る内視鏡１の撮像時における動作説明図である。図



(10) JP 2012-196344 A 2012.10.18

10

20

30

40

50

１６では、上述の第２実施形態とは構成を異にするシャフト１１の前端部周辺について示
してある。この変形例については、以下で特に言及する事項を除いて第２実施形態の場合
と同様とする。
【００５４】
　図１６（Ａ）に示すように、シャフト１１の前端は、第１回動軸７１を介して固体撮像
素子２２を支持する駆動基板２３の後部中央に接続されている。また、駆動基板２３の後
部において第１回動軸７１の下方に設けられた第２回動軸７２には、シャフト１１の前端
部と平行に延在するロッド７３の前端が接続されている。ロッド７３は、シャフト１１の
前端と第１スペーサ１２Ａの支持部位との間の距離と略同一の長さを有しており、ロッド
７３の後端は、第１スペーサ１２Ａの下方に配置された第３回動軸７４に接続されている
。第３回動軸７４は、保護管４または先端カバー６（図６参照）に支持されている。また
、シャフト１１前端部とロッド７３との間には、卵形のダンピングゲル７５が挟装されて
いる。
【００５５】
　このような構成により、シャフト１１の前端部、ロッド７３、第１スペーサ１２Ａおよ
び第１～第３回動軸によってリンク機構が形成され、シャフト１１に対して駆動力が付与
された際には、図１６（Ｂ）に示すように、固体撮像素子２２は姿勢を維持したままｘ軸
方向に変位することになる。つまり、上述の第２実施形態においては、固体撮像素子２２
の変位と共に中心軸Ｃに対する角度が僅かに変化するが、このようなリンク機構により、
固体撮像素子２２の角度変化を防止し、より安定かつ高精度な撮像を実現することが可能
となる。また、シャフト１１前端部とロッド７３との間のダンピングゲル７５により、外
部からの振動入力に対する共振を防止することができる。
【００５６】
＜第３実施形態＞
　図１７は第３実施形態に係る内視鏡１の撮像時における動作説明図であり、図１８は図
１７中のXVIII－XVIII線断面における内視鏡１の動作説明図であり、図１９は第３実施形
態に係る内視鏡１の撮像時における撮像素子の変位の様子を示す模式図である。ここで、
第１実施形態と同様の構成要素については同一の符号を付してある。また、第３実施形態
では、以下で特に言及する事項を除いて上述の第１実施形態の場合と同様とする。
【００５７】
　図１７および図１８に示すように、第３実施形態では、それぞれ対をなすピエゾアクチ
ュエータ４１ａ、４１ｂと圧縮ばね４３ａ、４３ｂとが、中心軸Ｃの方向と交差（ここで
は、直交）し、且つ互いに直交するｐ軸方向およびｑ軸方向にそれぞれ変位可能に配置さ
れている点において第１実施形態の場合と異なる。ここで、ピエゾアクチュエータ４１ａ
、４１ｂと圧縮ばね４３ａ、４３ｂとは、第４スペーサ１２Ｄと、第５スペーサ１２Ｅと
の間に配置されている。第５スペーサ１２Ｅは、上述の第１スペーサ１２Ａと同様にジン
バル機構を有している。
【００５８】
　ピエゾアクチュエータ４１ａ、４１ｂに駆動電圧が印加されると、各々の変位量、振動
数および位相の設定によって、固体撮像素子２２をリサジュー図形のごとく種々の曲線（
円、楕円等）や、直線上で変位させることができる。例えば、ピエゾアクチュエータ４１
ａ、４１ｂの位相を９０°ずらして同一の変位量（振幅）で正弦波振動させることにより
、シャフト１１を、図１８中の矢印Ｈで示すように、第１スペーサ１２Ａ～第４スペーサ
１２Ｄを支点として中心軸Ｃ周りに所定の範囲で回転させることができる。その結果、図
１９中の矢印Ｉで示すように、画素Ｐを一定の直径（例えば、数画素ピッチの大きさ）を
有する円上を移動させることができる。
【００５９】
　本発明を特定の実施形態に基づいて説明したが、これらの実施形態はあくまでも例示で
あって、本発明はこれらの実施形態によって限定されるものではない。例えば、
アクチュエータの駆動力を伝達するシャフトの材料および形状（径、長さ）は種々の変更
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が可能である。また、シャフトは、少なくとも後端側のピエゾアクチュエータによって生
じる曲げモーメントを先端側に伝達可能なものであればよい。また、ピエゾアクチュエー
タや圧縮ばねの数量や配置は種々の変更が可能であり、上述の各実施形態における動作方
式を複数組み合わせて用いることもできる。なお、上記実施形態に示した本発明に係る内
視鏡の各構成要素は、必ずしも全てが必須ではなく、少なくとも本発明の範囲を逸脱しな
い限りにおいて適宜取捨選択することが可能である。　
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明に係る内視鏡は、挿入部を小径化可能な構成でありながら、撮像された画像に超
解像処理を施して高解像度の画像を取得可能とし、小型でありながら高解像度の画像を得
るための内視鏡として有用である。
【符号の説明】
【００６１】
１　内視鏡
２　本体部
３　挿入部
４　保護管
６　先端カバー
１０　撮像ユニット
１１　シャフト（駆動力伝達シャフト）
１２Ａ～１２Ｅ　第１～第５スペーサ
２１　対物レンズ系
２２　固体撮像素子
２３　駆動基板
３１　カバー部材
３２　ベース部材
４１　ピエゾアクチュエータ４１
４３　圧縮ばね（付勢部材）
５４　受光センサ
５５　ＬＥＤ
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摘要(译)

解决的问题：在具有能够减小插入部分的直径的结构的同时，通过在内
窥镜中对捕获的图像执行超分辨率处理来获得高分辨率图像。 解决方
案：形成要插入受试者体内的插入部分的保护管和多个插入到保护管中
并以预定间距轴向排列在保护管中的垫片12A至12（E）。 通过对保护
管外侧的轴11的基端侧施加驱动力和附接到轴11的远端侧的固态成像装
置22，将多个垫片12A施加到轴11。 压电致动器41被配置为以12（E）
支撑部为节点来产生横向振动。 [选择图]图11
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